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介
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介
護
１
～
５
の
方
は
対
象
外
）

　
４
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迫
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ョ
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。
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ア
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～

安平町選挙管理委員会からのお知らせ
　平成31年４月７日㈰ に「北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙」が執行されることに伴い、
選挙公報の臨時各戸配布を行います。
　配布員の皆様、配布へのご協力をよろしくお願いいたします。
配布日　３月 31 日㈰ 配布予定 ※郵送分は４月１日㈪発送予定
問合せ　選挙管理委員会事務局　☎㉒2511
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４
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５
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申請はお済みですか？
　　　　　　申請期限　３月 29 日㈮まで　※土、日、祝日を除く平日の９時〜17 時
　　　　　　受付場所　総務課復興・生活再建支援室（総合庁舎） 
　　　　　　　　　　　住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

⑵ 被災家屋の解体・撤去制度（公費解体・自費解体）
　 平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けた住宅（アパート、店舗兼住宅等も含む）について、
町が所有者に代わり解体する制度（公費解体）及び、既に解体・撤去をご自身で行われた方について
は費用をお支払いする制度（自費解体）です。

対象　り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された家屋等の所有者
　　　※住家以外の構造物（物置、車庫、塀、庭木など）は制度対象外となります。
　　　※店舗兼住宅の解体費用は、住宅部分のみ対象となります。
対象となる経費　①全壊の場合（９月６日現在で居住者がいた場合、または空き家だった場合）
　　　　　　　　　撤去・解体経費、瓦礫の運搬・処分経費の全額
　　　　　　　　②大規模半壊・半壊の場合（９月６日現在で居住者がいた場合）
　　　　　　　　　撤去・解体経費の半額、瓦礫の運搬・処分経費の全額
　　　　　　　　③大規模半壊・半壊の場合（９月６日現在で空き家だった場合）
　　　　　　　　　瓦礫の運搬・処分経費の全額
必要なもの　公費解体と自費解体で必要なものが異なりますのでご注意ください。
　　　　　　なお、申請の内容により、下記のほかにも必要なものが生じる場合があります。

　　　　　　＜公費解体および自費解体で共通して必要なもの＞
　　　　　　　①申請書　②建物配置図　③印鑑登録証明書（発行日から３か月以内のもの）　④身
　　　　　　　分証明書（写真付きのものは１点、その他は２点必要）　⑤り災証明書の写し　⑥建
　　　　　　　物の全部事項証明書（９月６日以降に発行されたもの）※未登記物件の場合は評価証
　　　　　　　明書

　　　　　　　＜公費解体＞ 上記の①〜⑥に加えて次のものが必要です。
　　　　　　　　⑦建物の写真（建物全体がわかるものを違う角度から３〜４枚程度） 

⑴ 災害義援金・災害見舞金
　 全国並びに海外から寄せられた義援金を、町内でり災された方々へ配分しております。

対象　平成 30 年北海道胆振東部地震により安平町において被害を受けた町民または遺族
　　　※り災区分が「無被害」の方や、社宅や公営住宅、従業員寮にお住まいの方も対象となります。
　　　※２世帯同居の場合は、原則として代表の世帯主のみが申請できます。
必要なもの　①申請書　②り災証明書の写し　③預金通帳の写し（申請者の名義、銀行名、支店
　　　　　　名、預金種目、口座番号がわかるもの）　④生活根拠を証明する書類の写し（免許証、
　　　　　　保険証、発災時前後の公共料金明細、マイナンバーカード等）

　　　　　　＜代理申請を行う場合（①〜④に加えて必要なものです）＞
　　　　　　　⑤委任状　⑥代理人の本人確認書類等

問合せ　総務課復興・生活再建支援室　　　　☎㉒2511
　　　　住民サービス課住民サービスグループ　☎㉕2411
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り災証明書の発行
　 無被害の方であっても、り災証明書が発行されます。

発行に必要なもの　①申請書（各受付場所に設置しています）　②建物に貼付されている調査済証
　　　　　　　　　（無くても申請可能）　③本人確認書類
受付場所　税務住民課税務グループ（総合庁舎）
　　　　　住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

支援制度の申請をする前に
　上記の支援制度を利用するには、り災証明書が必要となります。
　３月７日現在で、まだ約 1,000 世帯がり災証明書の交付を受けておりません。
　寮や社宅にお住まいの方に対しても発行されます。まずは役場窓口にて、り災証明書の発行をお申
し込みください。

平成 30 年北海道胆振東部地震にかかる
支援制度等についてのお知らせ

　平成 30 年９月６日に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震で、被害を受けた方 を々対象とした、
各種支援制度等に関する情報をこれまでお知らせしてきました。
　今後につきましても、各種支援制度等に変更等が生じた際は、広報紙（広報あびら、広報笑顔）な
らびにホームページなどを用いて周知していきますので、今後も町が発信する情報についてご確認いた
だければと思います。
　また、転勤等で町外への転出する方につきましても、ホームページ等で町の発信する情報に留意して
いただければと思います。

問合せ　総務課復興・生活再建支援室　☎㉒2511

　　　　　　＜自費解体＞ ２ページの①〜⑥に加えて次のものが必要です。
　　　　　　　⑦建物の写真（解体前、解体中、解体後の様子がわかるもの）　⑧見積書・内訳書・契
　　　　 　　　約書・領収書　⑨マニフェスト・計量伝票　⑩誓約書　⑪預金通帳の写し( 申請者の名
　　　　　　　義、銀行名、支店名、預金種目、口座番号がわかるもの)
問合せ　総務課復興・生活再建支援室　☎㉒2511
　　　　税務住民課住民生活グループ　☎㉒2940

運転免許証更新時講習（４月）

講習区分 会　場 時　間 ４月日程

優良講習
苫小牧市
交通安全センター

10：30 〜 11：00 ２・５・８・９・12・15・18・19・23・25・26
13：30 〜 14：00 １・16
15：30 〜 16：00 11・24

一般講習
10：30 〜 11：30 １・３・４・10・11・16・22・24
13：30 〜 14：30 12・19

このほかの講習日程（違反・初回）については、苫小牧警察署にお問い合わ
せください。（☎ 0144 ㉟ 0110）



4広報笑顔  2019. ３

　３．還付について
　　　平成 30 年９月６日以降に、すでに医療機関等で医療費（医療保険適用分）を支払った場合、
　　申請により還付を受けることができます。

　　　手続きに必要なもの　
　　　　保険証、印鑑、領収書、ご本人名義の通帳など金融機関口座がわかるもの
　　　　※後期高齢者医療の場合は、減免証明書が交付された後の手続きとなります。
　

　国民健康保険及び後期高齢者医療の　　
　　　　　　　　   医療費の減免について
　安平町国民健康保険の被保険者または北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者の医療費（医療保
険適用分）の減免について、期間を平成 31 年８月末まで延長して実施しています。

　１．対象となる方
　　　安平町国民健康保険の被保険者または北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者で次の
　　いずれかに該当する方

　　　① 住家の全壊、大規模半壊、半壊、全焼、半焼またはこれに準ずる被災をした方
　　　② 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
　　　③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
　　　④ 主たる生計維持者が事業または業務を休廃止した方
　　　⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い方

　２．減免証明書の交付について
　　　平成 31 年 8 月 31 日までに医療機関を受診する場合は、申請により減免証明書を交付し
　　ます。
　　　保険証と減免証明書を医療機関等の窓口に提示することにより医療費（医療保険適用分）
　　の支払が免除されます。

　　　手続きに必要なもの　
　　　　保険証、印鑑、り災証明書など要件を確認するための書類
　　　　※国民健康保険の場合は即日交付となりますが、後期高齢者医療の場合は、交付まで数
　　　　　日かかります。

４．減免または還付の対象となる医療費　　　
　　　平成 30 年９月６日から平成 31 年８月 31 日までの診療分（医療保険適用分）

　受付窓口　健康福祉課国保・介護グループ（総合庁舎）
　　　　　　住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　受付時間　８時 30 分〜 17 時 15 分　※土日、祝日を除く
　問合せ　　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙7072
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　町では４月１日から子育て世代に向けた新サービスとして『成長ログ』を提供開始します！
既存の母子健康手帳と併用して、月齢に応じた子育て情報を得て、家族で健康保持を目指し
ましょう。
　提供後は、「あびらチャンネル」「安平町ホームページ」「ＬＩＮＥ＠」で随時ご案内しま
すので、ご利用お待ちしています。（登録手順は広報あびら４月号でもご案内予定です）

〜こんなことができます〜
　・「簡単」複雑な予防接種のスケジュールを簡単に作成！
　・「安心」育児の参考になる子育て情報が届く！
　・「記録」日々の出来事と成長の記録を写真とコメントで残せる！

問合せ　健康福祉課健康推進グループ　☎㉙7071

安平町シルバー人材センターの
会員になりませんか ?

　安平町シルバー人材センターでは、おおむね
60 歳以上の健康で、働く意欲のある会員を募集
しています。
　仕事は、公共・個人用地の草
刈や公共施設の清掃、冬期間の
除雪、引越しのお手伝いなどで
す。

問合せ
　安平町シルバー人材センター
　　早来本所　早来大町 156 番地１
　　　☎㉒4105
　　追分支所　追分白樺２丁目 10 番地
　　　☎㉕3920

地域サロン あん 開催 ！

　ピッカピカの１年生、嬉しい４月です。
　　・誰かに会いに来ませんか
　　・お茶しませんか
　　・おしゃべりしませんか

日時　４月１日（月）12 時〜 15 時
場所　追分ふれあいセンターいぶき
問合せ　代表　佐々木　☎㉕3706

※お茶、コーヒー、お楽しみ甘味をご用意（参
　加費無料、昼食持参ＯＫです）
※安平町支え合い活動交付金、社会福祉協議会
　助成金を受け運営しています。

広報あびら４月号から変わります！

　広報あびら４月号より、" 子育て支援センターだより " が「abiLy」に、" こんにちは保健師です "
が「abiLife」に名前を変えて掲載が始まります。
　「abiLy」では子育て情報や子ども達の様子を、「abiLife」では健康増進等の情報をお伝えする予
定ですので、ぜひご覧ください。
※ " 子育て支援センター『どんぐりひろば』、『ひだまり』の行事カレンダー " につきましては、引
き続き町ホームページにて毎月更新で掲載します。
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安平町職員を募集します
平成 31 年７月１日採用予定の安平町職員を募集します

１．受験資格等
募集職種 採用予定人員 年齢及び資格要件

一般事務職
（情報通信技術担当）

１名

・概ね 25 歳未満の方で、高等学校以上を卒業し、次のすべて
の要件を満たす方。
・基本情報技術者の資格を有する方、または採用日までに取得
見込みの方。
・民間企業等における社内情報システムの運用保守等について
２〜３年程度実務経験がある方。
・普通自動車運転免許を保有している方、または採用日までに
取得見込みの方。

専門職
（精神保健福祉士）

１名

・概ね 30 歳未満の方で精神保健福祉士の資格を有する方、ま
たは、採用日までに取得見込みの方。
・普通自動車運転免許を保有している方、または採用日までに
取得見込みの方。

技術職
（農業土木技師）

１名

・概ね 35 歳未満の方で、高等学校以上を卒業し、次のすべて
の要件を満たす方。
・１級もしくは２級土木施工管理技士の資格を有する方。
・農業土木技術者（土地改良事業）としての実務経験が５年以
上ある方。
・普通自動車運転免許を保有している方、または採用日までに
取得見込みの方。

※ 採用後、安平町内に居住することが条件となります。
※ 地方公務員法に規定する欠格条件に該当する方は、試験を受けることができませんのでご注意ください。
　（詳細につきましては、総務課総務グループへお問い合わせください）

２．試験の日程及び試験内容等
試験期日 試験内容 試験会場

５月中旬〜下旬予定

＜高卒者試験＞
　適性試験（作文・面接）
＜大卒者試験＞
　適性試験（論文・面接）

安平町役場総合庁舎
　時間等については、応募者へ別途通知します。

３．受験手続きについて
⑴ 応募方法
　次の書類を添えて応募してください。
　① 受験申込書　② 履歴書（町指定の様式を使用し、写真を貼ること。）
　③ 各種資格免許証の写し　④ 職務経歴書（任意の様式（Ａ４版））
　⑤ 卒業証明書または卒業証書の写し　⑥ 成績証明書
　※受験申込書・履歴書は、総務課総務グループに直接請求するか、町ホームページからダウンロードし
　　てください。
⑵ 受付期間
　５月７日㈫必着
　※直接役場に持参する場合は、８時 30 分から 17 時 15 分までの平日に限り受け付け

問合せ・請求・申込み
　安平町役場 総務課総務グループ（総合庁舎内）
　　〒 059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町 95 番地
　　☎ 0145 ㉒2511  URL https://www.town.abira.lg.jp/
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　４月１日㈪〜４月 12 日㈮

○案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　配布期間：４月１日㈪〜４月 12 日㈮
　受付期間：４月５日㈮〜４月 12 日㈮
○受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）
　・住民サービス課（総合支所）
○必要なもの
　入居申込書及び同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新の
もの）、世帯全員の住民票の写し、世帯全員が市町村民税を滞納
していないことの証明書の写し、マイナンバーカード（個人番号
カード）または通知カード
○抽選日時・場所
　募集住宅に対して重複した場合は、下記の日程で抽選を行いま
す。抽選場所は地区によって異なります。
　早来地区分　４月 16 日㈫　９時 30 分〜総合庁舎
　追分地区分　４月 16 日㈫ 13 時 30 分〜総合支所
○募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、
　受付場所でご確認ください。）
　追分地区：追分中央公営住宅
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来さつき公営住宅、早来あかね
　　　　　　公営住宅、早来北進公営住宅、早来大町東公営住宅、
　　　　　　早来あけぼの特定公共賃貸住宅、遠浅駅前公営住宅
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅
※平成31年５月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。
※胆振東部地震により被災された方を優先する場合があります
　　　　　　　問合せ　建設課施設グループ☎㉒ 2516

} ８時 30 分〜 17 時 15 分

　　　　【広報笑顔（スマイル）】発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059 ‐ 1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　

〜ぬくもりの湯からのお知らせ〜
スタンプ２倍デーはスタンプカードを忘れずに！

　　　　☆シルバーデー（毎週木曜日） 
　　　　☆夫婦の日（毎月 22 日）
　　　　☆風呂の日（毎月 26 日）

【4 月の休館日】
９日・23 日（第２・４火曜日）

問合せ　ぬくもりの湯☎㉕2968（営業時間 11 時〜 22 時）

安平町 SNS の紹介

〜 LINE アプリ アクセス方法〜
・「ID 検索」から「@abira」で検索
・下記「QR コード」から読み取る

　〜公式ページ アクセス方法〜
・「検索」から「安平町」で検索

・下記「QR コード」から読み取る

　〜子育て世代向けの情報を発信〜

LINE@
　〜日々のできごと・お知らせを発信〜

facebook
　〜公式ページ アクセス方法〜
・「検索」から「安平町」で検索

・下記「QR コード」から読み取る

〜安平町の動画を配信〜

YouTube
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